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銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
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適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基

準
（
平
成
十
八
年
金
融
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充

実
の
状
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が
適
当
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あ
る
か
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う
か
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融
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充
実
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適
当
で
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る
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め
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融
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合
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が
そ
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資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
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の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
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う
か
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融
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34 



- -1

○

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基

準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
十
三
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、

第
十
三
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、

信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ

旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要

て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に

自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て

十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

得
た
額
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

内
部
格
付
手
法
（
先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
あ
っ
て
は
、
先
進
的

一

内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン
ト

内
部
格
付
手
法
。
次
号
及
び
第
四
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
及
び
第
四

項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
各
号
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
一
項
各

号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン
ト

二

（
略
）

二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
オ
ペ

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め

す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
を
除
き
、
先
進
的
計
測

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該

手
法
採
用
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内
部
格

上
回
る
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

付
手
法
採
用
行
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
」
と
、
「
内
部
格
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ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分

付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後

一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
が
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
、
か
つ

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ

、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
調
整
額
及

っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の

け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る

分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手
法
採

用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
を
開

始
す
る
日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当

該
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
五
条
第

資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を

一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び
第
八
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

乗
じ
て
得
た
額
、
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び

よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ

第
八
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
内
部
格

ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前

付
手
法
（
第
二
項
に
お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先
進
的
計

に
用
い
て
い
た
手
法
（
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
あ
っ
て
は
標
準
的
手

測
手
法
）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し

法
を
い
い
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
あ
っ
て
は
標
準
的
手
法
を
含
む

た
額
の
合
計
額
か
ら
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
直
前
に

。
第
二
十
四
条
第
四
項
、
第
三
十
六
条
第
四
項
及
び
第
四
十
七
条
第
四
項
に
お

用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
先

い
て
同
じ
。
）
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る

進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
先
進
的
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
日
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手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
六
条
第
一
項
第

の
直
前
に
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
を
使
用
し
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額

先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
当
該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
代
え
て

を
い
う
。

、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
日
の
直
前
に
基
礎
的
内
部
格
付

手
法
採
用
行
と
し
て
の
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
の
算
出
に
用
い
て
い
た
手
法
を

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
十
四
条
第
四
項
、
第
三
十
六
条
第
四
項
及
び
第

四
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得

た
額
、
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び
第
八
条
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に

お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
先
進
的
計

測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
（
第
三
百
四
条
に

規
定
す
る
基
礎
的
手
法
を
含
む
。
第
二
十
四
条
第
五
項
、
第
三
十
六
条
第
五
項

及
び
第
四
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分

に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の

合
計
額
か
ら
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ

り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己

る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
五
条
第
一
項
各

資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を

号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び
第
八
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控

乗
じ
て
得
た
額
、
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び

除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た

第
八
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
六
条
第
一

額
を
い
う
。

項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
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（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
二
十
四
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て

第
二
十
四
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て

、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗

、
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所

じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額

要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ

に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

て
得
た
額
を
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ト
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
オ
ペ

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め

す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
を
除
き
、
先
進
的
計
測

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該

手
法
採
用
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内
部
格

上
回
る
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

付
手
法
採
用
行
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
」
と
、
「
内
部
格

ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式
の

付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後

一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
が
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
、
か
つ

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ

、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
調
整
額
及

っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
を
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式

け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る

の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手
法
採
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用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
を
開

始
す
る
日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当

該
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
四

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七

資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
八
項
及
び
第
二
十
条
の
定
め
る
と

を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
八
項

こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、

及
び
第
二
十
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き

信
用
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日

内
部
格
付
手
法
（
第
二
項
に
お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先

の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在

進
的
計
測
手
法
）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り

用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
十

算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当

八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て

得
た
額
、
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
八
項
及
び
第
二

十
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る

場
合
に
お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
先

進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と
し
、
当

該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に

よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ

き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
四
条
に
定

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己
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め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
第
一

資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト

項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
八
項
及
び
第
二
十
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
八
項

よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を

及
び
第
二
十
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
十

控
除
し
た
額
を
い
う
。

八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
三
十
六
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て

第
三
十
六
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て

、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗

、
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所

じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額

要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗

に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

じ
て
得
た
額
を
第
二
十
五
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

ッ
ト
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
二
十
五
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な

い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
オ
ペ

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め

す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
を
除
き
、
先
進
的
計
測

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該

手
法
採
用
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内
部
格

上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー
シ

付
手
法
採
用
行
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
」
と
、
「
内
部
格

ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
二
十
五
条
に
定
め
る
算

付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
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一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
が
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
、
か
つ

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ

、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
調
整
額
及

っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
を
第
二
十
五
条
に
定
め
る
算

け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る

式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手
法
採

用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
を
開

始
す
る
日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当

該
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
十

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

五
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
二

資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
十
五
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン

十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
六
項
及
び
第
三
十
一
条
の
定

ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お

六
項
及
び
第
三
十
一
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ

い
て
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始

に
つ
き
内
部
格
付
手
法
（
第
二
項
に
お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ

し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て

て
は
先
進
的
計
測
手
法
）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法

は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か

に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額

ら
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算

に
つ
き
当
該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を

出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

い
う
。

５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
二
十
五
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ

て
得
た
額
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
六
項
及
び

第
三
十
一
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計

算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
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て
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と

し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算

方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
十
五
条
に

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己

定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
二
十
八
条

資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
十
五
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
六
項
及
び
第
三
十
一
条
の
定
め
る
と

ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第

こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

六
項
及
び
第
三
十
一
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か

げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

ら
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
四
十
七
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て

第
四
十
七
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て

、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗

、
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所

じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額

要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗

に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

じ
て
得
た
額
を
第
三
十
七
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

ッ
ト
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
三
十
七
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な

い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
オ
ペ

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め

す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
を
除
き
、
先
進
的
計
測

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該

手
法
採
用
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内
部
格

上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー
シ

付
手
法
採
用
行
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
」
と
、
「
内
部
格
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ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
三
十
七
条
に
定
め
る
算

付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後

一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
が
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
、
か
つ

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ

、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
調
整
額
及

っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
を
第
三
十
七
条
に
定
め
る
算

け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る

式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手
法
採

用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
を
開

始
す
る
日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当

該
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
三
十

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

七
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
四

資
本
の
額
」
と
は
、
第
三
十
七
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン

十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び
第
四
十
三
条
の
定
め

ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
四
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七

る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い

項
及
び
第
四
十
三
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に

て
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し

つ
き
内
部
格
付
手
法
（
第
二
項
に
お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て

た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は

は
先
進
的
計
測
手
法
）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に

現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら

よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に

第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出

つ
き
当
該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い

し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

う
。
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５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
三
十
七
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ

て
得
た
額
、
第
四
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び
第

四
十
三
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算

す
る
場
合
に
お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て

は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と
し

、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方

法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
三
十
七
条
に

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己

定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
四
十
条
第

資
本
の
額
」
と
は
、
第
三
十
七
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン

一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び
第
四
十
三
条
の
定
め
る
と
こ

ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
四
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七

ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

項
及
び
第
四
十
三
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら

る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

附

則

附

則

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始

に
伴
う
所
要
自
己
資
本
の
下
限
の
特
則
）

に
伴
う
所
要
自
己
資
本
の
下
限
の
特
則
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

前
項
本
文
に
規
定
す
る
銀
行
以
外
の
銀
行
及
び
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

（
新
設
）

銀
行
は
、
新
告
示
第
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
六
条
及
び
第
四
十
七
条

に
代
え
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
つ
い
て
、
旧
所
要
自
己
資
本
の

額
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
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本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
海
外
営
業

拠
点
を
有
し
な
い
内
部
格
付
手
法
採
用
行
又
は
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
に
お

い
て
は
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
除
し
て
得
た
額
を
自
己
資
本
比
率
の
算
式
の
分

母
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

期

間

率

内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
承
認

九
十
パ
ー
セ
ン
ト

を
最
後
に
得
た
日
以
後
一
年
間

内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
承
認

を
最
後
に
得
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

後
一
年
間

３

前
二
項
に
お
い
て
、
「
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

２

前
項
に
お
い
て
、
「
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

掲
げ
る
自
己
資
本
比
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
所
要
自

げ
る
自
己
資
本
比
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
所
要
自
己

己
資
本
の
額
を
い
い
、
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
新
告
示
第
十
三
条

資
本
の
額
を
い
い
、
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
新
告
示
第
十
三
条
第

第
六
項
、
第
二
十
四
条
第
六
項
、
第
三
十
六
条
第
六
項
及
び
第
四
十
七
条
第
六

五
項
、
第
二
十
四
条
第
五
項
、
第
三
十
六
条
第
五
項
及
び
第
四
十
七
条
第
五
項

項
に
規
定
す
る
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
い
う
。

に
規
定
す
る
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
い
う
。

（
表
略
）

（
表
略
）

４

新
告
示
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
二
十
四
条
第
一

（
新
設
）

項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第

二
号
並
び
に
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
一
項
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の
表
の
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
後
一
年
間
の
項
及
び
第
二
項
の
表
の

内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
承
認
を
最
後
に
得
た
日
か
ら
一
年
を

経
過
し
た
日
以
後
一
年
間
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
以
後
一
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
以
後
」
と
す
る
。

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
そ
の
他
の
経
過
措
置
）

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
そ
の
他
の
経
過
措
置
）

第
十
二
条

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

第
十
二
条

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
後
三
年
間
に
お
い
て
、
居
住
用
不
動

ト
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
新
告
示
第
二
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の

産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
際

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率

に
は
、
新
告
示
第
二
百
十
六
条
第
一
項
中
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率

」
と
あ
る
の
は
、
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
又
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
の

」
と
あ
る
の
は
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
又
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
い

い
ず
れ
か
高
い
値
」
と
す
る
。

ず
れ
か
高
い
値
」
と
す
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）
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○

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充

実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
号
）

改

正

案

現

行

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
十
三
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、

第
十
三
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、

信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ

旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要

て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に

自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て

十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

得
た
額
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

内
部
格
付
手
法
（
先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
あ
っ
て
は
、
先
進
的

一

内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン
ト

内
部
格
付
手
法
。
次
号
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
及
び

第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ

ー
セ
ン
ト

二

（
略
）

二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
オ
ペ

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め

す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
を
除
き
、
先
進
的
計
測

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該

手
法
採
用
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内
部
格

上
回
る
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

付
手
法
採
用
行
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
」
と
、
「
内
部
格

ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分

付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後

一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
持
株
会
社
が
第
一
項
の
規
定
に
該
当

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ

し
、
か
つ
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

調
整
額
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
を
第
二
条
に
定
め

け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る

る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手
法
採

用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
を
開

始
す
る
日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当

該
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
五
条
第

資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を

一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び
第
八
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

乗
じ
て
得
た
額
、
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び

よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ

第
八
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
内
部
格

ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前

付
手
法
（
第
二
項
に
お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先
進
的
計

に
用
い
て
い
た
手
法
（
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
あ
っ
て
は
標
準
的
手

測
手
法
）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し

法
を
い
い
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
あ
っ
て
は
標
準
的
手
法
を
含
む

た
額
の
合
計
額
か
ら
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
直
前
に

。
第
二
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に

用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
先

つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合

進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
先
進
的
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
日

計
額
か
ら
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り

の
直
前
に
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
を
使
用
し
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
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算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
当
該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
代
え
て

、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
日
の
直
前
に
基
礎
的
内
部
格
付

手
法
採
用
行
と
し
て
の
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
の
算
出
に
用
い
て
い
た
手
法
を

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得

た
額
、
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び
第
八
条
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に

お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
先
進
的
計

測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
（
第
二
百
八
十
二

条
に
規
定
す
る
基
礎
的
手
法
を
含
む
。
第
二
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る

計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己

る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
五
条
第
一
項
各

資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を

号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び
第
八
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控

乗
じ
て
得
た
額
、
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
七
項
及
び

除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た

第
八
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
六
条
第
一

額
を
い
う
。

項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
二
十
五
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て

第
二
十
五
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
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、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗

、
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所

じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額

要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗

に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

じ
て
得
た
額
を
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ッ
ト
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け

。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
オ
ペ

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め

す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
を
除
き
、
先
進
的
計
測

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該

手
法
採
用
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内
部
格

上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー
シ

付
手
法
採
用
行
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
」
と
、
「
内
部
格

ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式

付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後

一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
持
株
会
社
が
第
一
項
の
規
定
に
該
当

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ

し
、
か
つ
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

調
整
額
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
を
第
十
四
条
に
定

け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る

め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手
法
採

用
行
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
を
開

始
す
る
日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当

該
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は
同
項
の
規
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定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
四

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七

資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
六
項
及
び
第
二
十
条
の
定
め
る
と

を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
六
項

こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、

及
び
第
二
十
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き

信
用
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日

内
部
格
付
手
法
（
第
二
項
に
お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先

の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在

進
的
計
測
手
法
）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り

用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
十

算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当

八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て

得
た
額
、
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
六
項
及
び
第
二

十
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る

場
合
に
お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
先

進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と
し
、
当

該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に

よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ

き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
四
条
に
定

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己

め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
第
一

資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
四
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト

項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
六
項
及
び
第
二
十
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
同
条
第
六
項

よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を

及
び
第
二
十
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
十
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控
除
し
た
額
を
い
う
。

八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

附

則

附

則

(

移
行
期
間
中
に
お
け
る
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始

(

移
行
期
間
中
に
お
け
る
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始

に
伴
う
所
要
自
己
資
本
の
下
限
の
特
則
）

に
伴
う
所
要
自
己
資
本
の
下
限
の
特
則
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

前
項
本
文
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
以
外
の
銀
行
持
株
会
社
及
び
同
項
た

（
新
設
）

だ
し
書
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
は
、
新
告
示
第
十
三
条
及
び
第
二
十
五
条

に
代
え
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
つ
い
て
、
旧
所
要
自
己
資
本
の

額
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資

本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
海
外
営
業

拠
点
を
有
し
な
い
内
部
格
付
手
法
採
用
行
又
は
先
進
的
計
測
手
法
採
用
行
に
お

い
て
は
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
除
し
て
得
た
額
を
自
己
資
本
比
率
の
算
式
の
分

母
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

期

間

率

内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
承
認

九
十
パ
ー
セ
ン
ト

を
最
後
に
得
た
日
以
後
一
年
間

内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
承
認

を
最
後
に
得
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

後
一
年
間
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３

前
二
項
に
お
い
て
、
「
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

２

前
項
に
お
い
て
、
「
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

掲
げ
る
連
結
自
己
資
本
比
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
所

げ
る
連
結
自
己
資
本
比
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
所
要

要
自
己
資
本
の
額
を
い
い
、
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
新
告
示
第
十

自
己
資
本
の
額
を
い
い
、
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
新
告
示
第
十
三

三
条
第
六
項
及
び
第
二
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を

条
第
五
項
及
び
第
二
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
い

い
う
。

う
。

（
表
略
）

（
表
略
）

４

新
告
示
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
二
十
五
条

（
新
設
）

第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
一
項
の
表
の
平
成
二
十
一
年
三

月
三
十
一
日
以
後
一
年
間
の
項
及
び
第
二
項
の
表
の
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進

的
計
測
手
法
の
承
認
を
最
後
に
得
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間

の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
以
後
一

年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
以
後
」
と
す
る
。

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
そ
の
他
の
経
過
措
置
）

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
そ
の
他
の
経
過
措
置
）

第
十
二
条

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

第
十
二
条

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
後
三
年
間
に
お
い
て
、
居
住
用
不
動

ト
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
新
告
示
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の

産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
際

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率

に
は
、
新
告
示
第
百
九
十
四
条
第
一
項
中
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率

」
と
あ
る
の
は
、
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
又
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
の

」
と
あ
る
の
は
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
又
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
い

い
ず
れ
か
高
い
値
」
と
す
る
。

ず
れ
か
高
い
値
」
と
す
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）



- -20

○

信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に

照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
十
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、

第
十
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、

信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ

旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要

て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に

自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ

二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

て
得
た
額
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ト
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

内
部
格
付
手
法
（
先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
あ
っ
て
は
、
先
進

一

内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン
ト

的
内
部
格
付
手
法
。
次
号
及
び
第
四
項
、
第
十
八
条
第
一
項
各
号
及
び
第
四

項
、
第
三
十
条
第
一
項
各
号
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
一
条
第
一
項
各
号

及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九

十
パ
ー
セ
ン
ト

二

（
略
）

二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
オ

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開

ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定

始
す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
を
除
き
、
先
進
的
計

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当

測
手
法
採
用
金
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内

該
上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー

部
格
付
手
法
採
用
金
庫
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
」
と
、
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シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式

「
内
部
格
付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の

の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
。

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後

一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
が
第
一

３

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で

項
の
規
定
に
該
当
し
、
か
つ
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ

あ
っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
調
整
額
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額

受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
当
該
使
用
を
開
始

を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手

法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使

用
を
開
始
す
る
日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き

は
、
当
該
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
四
条
第

資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を

一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額

乗
じ
て
得
た
額
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と

の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に

こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
内
部
格
付
手
法
（
第
二
項
に

つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法

お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先
進
的
計
測
手
法
）
の
使
用
を

（
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
あ
っ
て
は
標
準
的
手
法
を
い
い
、
先
進

開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら

的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
あ
っ
て
は
標
準
的
手
法
を
含
む
。
第
十
八
条
第

第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に

四
項
、
第
三
十
条
第
四
項
及
び
第
四
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し

よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法

、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方

採
用
金
庫
が
先
進
的
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
日
の
直
前
に
基
礎
的
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法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に

内
部
格
付
手
法
を
使
用
し
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
先
進
的
内
部
格
付

つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

手
法
採
用
金
庫
は
、
当
該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
代
え
て
、
先
進
的
内
部

格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
日
の
直
前
に
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
行
と

し
て
の
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
の
算
出
に
用
い
て
い
た
手
法
を
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
（
第
十
八
条
第
四
項
、
第
三
十
条
第
四
項
及
び
第
四
十
一
条
第
四
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
。

５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得

た
額
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開

始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
（
第
三
百
四
条
に
規
定
す
る
基
礎
的
手

法
を
含
む
。
第
十
八
条
第
五
項
、
第
三
十
条
第
五
項
及
び
第
四
十
一
条
第
五
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て

い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
五
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し

た
額
を
い
う
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己

る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
四
条
第
一
項
各

資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を

号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計

乗
じ
て
得
た
額
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と

額
か
ら
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。



- -23

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
十
八
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て

第
十
八
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て

、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
各
号
に
定
め
る
率

、
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が

を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回

新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇

る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
・

を
乗
じ
て
得
た
額
を
第
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら

ア
セ
ッ
ト
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え

な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
オ

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開

ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定

始
す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
を
除
き
、
先
進
的
計

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当

測
手
法
採
用
金
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内

該
上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー

部
格
付
手
法
採
用
金
庫
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
」
と
、

シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
十
一
条
に
定
め
る
算

「
内
部
格
付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の

式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
。

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後

一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
が
第
一

３

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で

項
の
規
定
に
該
当
し
、
か
つ
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ

あ
っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
調
整
額
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額

受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
当
該
使
用
を
開
始

を
第
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手
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法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使

用
を
開
始
す
る
日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き

は
、
当
該
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
一

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
三

資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
十
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ

を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
十
五
条
の
定

れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
内
部
格
付
手
法
（
第

部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い

二
項
に
お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先
進
的
計
測
手
法
）
の

た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と

使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計

す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号

額
か
ら
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
直
前
に
用
い
て
い

に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い

た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

う
。

５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て

得
た
額
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
十
五
条
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使

用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分

に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の

合
計
額
か
ら
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に

よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
一
条
に
定

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己
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め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
三
条
第
一

資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト

項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
十
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額

を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
十
五
条
の
定

の
合
計
額
か
ら
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号

。

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
三
十
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て

第
三
十
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て

、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗

、
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所

じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額

要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ

に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

て
得
た
額
を
第
十
九
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ト
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
十
九
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
オ

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開

ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定

始
す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
を
除
き
、
先
進
的
計

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当

測
手
法
採
用
金
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内

該
上
回
る
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー
シ

部
格
付
手
法
採
用
金
庫
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
」
と
、

ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
十
九
条
に
定
め
る
算
式

「
内
部
格
付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の

の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
。

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
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一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
が
第
一

３

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で

項
の
規
定
に
該
当
し
、
か
つ
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ

あ
っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
調
整
額
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額

受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
当
該
使
用
を
開
始

を
第
十
九
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手

法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使

用
を
開
始
す
る
日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き

は
、
当
該
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
九

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
二
十

資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
九
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト

二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
二
十
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控

を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
二
十
五
条

除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
に

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
内
部
格
付
手
法

係
る
部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い

（
第
二
項
に
お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先
進
的
計
測
手
法

て
い
た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手

）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の

法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
二
十
三
条
第
一
項

合
計
額
か
ら
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
直
前
に
用

第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た

い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

額
を
い
う
。

５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
十
九
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て

得
た
額
、
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
二
十
五
条
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て

、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
先
進
的
計
測
手
法
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の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の

部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た

額
の
合
計
額
か
ら
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算

方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
九
条
に
定

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己

め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
二
十
二
条
第

資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
九
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト

一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
二
十
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ

を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
二
十
五
条

る
額
の
合
計
額
か
ら
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
二
十
三
条
第
一
項

を
い
う
。

第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
四
十
一
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い

第
四
十
一
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い

て
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を

て
、
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新

乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る

所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
十
二
・
五
を
乗

額
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

じ
て
得
た
額
を
第
三
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

ッ
ト
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
三
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な

い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
オ

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開

ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定

始
す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
を
除
き
、
先
進
的
計

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当

測
手
法
採
用
金
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内

該
上
回
る
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー
シ

部
格
付
手
法
採
用
金
庫
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
」
と
、
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ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
三
十
一
条
に
定
め
る
算

「
内
部
格
付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の

式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
。

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後

一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
が
第
一

３

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で

項
の
規
定
に
該
当
し
、
か
つ
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ

あ
っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
調
整
額
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額

受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
当
該
使
用
を
開
始

を
第
三
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手

法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使

用
を
開
始
す
る
日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き

は
、
当
該
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
三
十

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
三

資
本
の
額
」
と
は
、
第
三
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン

十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
三
十
七
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
三
十
七

控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク

条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
内
部
格
付
手

に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用

法
（
第
二
項
に
お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先
進
的
計
測
手

い
て
い
た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る

法
）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
三
十
五
条
第
一

の
合
計
額
か
ら
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
直
前
に

項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し

用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

た
額
を
い
う
。
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５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
三
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ

て
得
た
額
、
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
三
十
七
条
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い

て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
先
進
的
計
測
手

法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外

の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し

た
額
の
合
計
額
か
ら
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計

算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
三
十
一
条
に

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己

定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
三
十
四
条

資
本
の
額
」
と
は
、
第
三
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
三
十
七
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ

ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
三
十
七

れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た

条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
三
十
五
条
第
一

額
を
い
う
。

項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

附

則

附

則

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始

に
伴
う
所
要
自
己
資
本
の
下
限
の
特
則
）

に
伴
う
所
要
自
己
資
本
の
下
限
の
特
則
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

前
項
本
文
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
以
外
の
信
用
金
庫

（
新
設
）

又
は
信
用
金
庫
連
合
会
及
び
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
又
は
信
用

金
庫
連
合
会
は
、
新
告
示
第
十
条
、
第
十
八
条
、
第
三
十
条
及
び
第
四
十
一
条

に
代
え
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
つ
い
て
、
旧
所
要
自
己
資
本
の
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額
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資

本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
海
外
営
業

拠
点
を
有
し
な
い
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
又
は
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫

に
お
い
て
は
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
除
し
て
得
た
額
を
自
己
資
本
比
率
の
算
式

の
分
母
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

期

間

率

内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
承
認

九
十
パ
ー
セ
ン
ト

を
最
後
に
得
た
日
以
後
一
年
間

内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
承
認

を
最
後
に
得
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

後
一
年
間

３

前
二
項
に
お
い
て
、
「
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

２

前
項
に
お
い
て
、
「
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

掲
げ
る
自
己
資
本
比
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
所
要
自

げ
る
自
己
資
本
比
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
所
要
自
己

己
資
本
の
額
を
い
い
、
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
新
告
示
第
十
条
第

資
本
の
額
を
い
い
、
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
新
告
示
第
十
条
第
五

六
項
、
第
十
八
条
第
六
項
、
第
三
十
条
第
六
項
及
び
第
四
十
一
条
第
六
項
に
規

項
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
三
十
条
第
五
項
及
び
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定

定
す
る
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
告
示
第
三

す
る
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
告
示
第
三
条

条
第
一
項
中
「
営
業
権
に
相
当
す
る
額
、
連
結
調
整
勘
定
に
相
当
す
る
額
及
び

第
一
項
中
「
営
業
権
に
相
当
す
る
額
、
連
結
調
整
勘
定
に
相
当
す
る
額
及
び
企

企
業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
営
業
権
及
び
連
結
調
整
勘
定

業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
営
業
権
及
び
連
結
調
整
勘
定
を

を
除
く
。
第
六
条
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当

除
く
。
第
六
条
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
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す
る
額
（
当
該
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値

る
額
（
当
該
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で

で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
を
含
む
。
第
六
条
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
二

あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
を
含
む
。
第
六
条
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
二
条

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
れ
ん
に
相
当
す
る
額
（
正
の
値
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
れ
ん
に
相
当
す
る
額
（
正
の
値
で
あ

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
営
業
権
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
及
び

る
場
合
に
限
る
。
）
、
営
業
権
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
及
び
企

企
業
結
合
又
は
子
会
社
株
式
の
追
加
取
得
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産

業
結
合
又
は
子
会
社
株
式
の
追
加
取
得
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（

（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
（
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生

の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
（
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ

じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
又
は
子
会
社
株
式
の

た
評
価
差
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
又
は
子
会
社
株
式
の
追

追
加
取
得
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の

加
取
得
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当

当
該
評
価
差
額
に
限
る
。
）
」
と
、
旧
告
示
第
十
条
第
一
項
中
「
営
業
権
に
相

該
評
価
差
額
に
限
る
。
）
」
と
、
旧
告
示
第
十
条
第
一
項
中
「
営
業
権
に
相
当

当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
営
業
権
を
除

す
る
額
及
び
企
業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
営
業
権
を
除
く

く
。
第
十
三
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当

。
第
十
三
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す

す
る
額
（
当
該
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値

る
額
（
当
該
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で

で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
を
含
む
。
第
十
三
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三

あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
を
含
む
。
第
十
三
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十

十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
れ
ん
に
相
当
す
る
額
（
正
の

二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
れ
ん
に
相
当
す
る
額
（
正
の
値

値
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
営
業
権
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
営
業
権
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
及

及
び
企
業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に

び
企
業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相

相
当
す
る
額
（
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値

当
す
る
額
（
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で

で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
に
限
る
。
）
」
と
、
旧
告
示
第
十
八
条
第
一
項

あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
に
限
る
。
）
」
と
、
旧
告
示
第
十
八
条
第
一
項
中

中
「
営
業
権
に
相
当
す
る
額
、
連
結
調
整
勘
定
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合

「
営
業
権
に
相
当
す
る
額
、
連
結
調
整
勘
定
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
に

に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
に
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
の
れ
ん

よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
に
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
の
れ
ん
に

に
相
当
す
る
額
（
正
の
値
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
営
業
権
（
の
れ
ん
を
除

相
当
す
る
額
（
正
の
値
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
営
業
権
（
の
れ
ん
を
除
く

く
。
）
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
又
は
子
会
社
株
式
の
追
加
取
得
に
よ
り

。
）
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
又
は
子
会
社
株
式
の
追
加
取
得
に
よ
り
計

計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
（
企
業
結

上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
（
企
業
結
合
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合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評

に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価

価
差
額
又
は
子
会
社
株
式
の
追
加
取
得
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差

差
額
又
は
子
会
社
株
式
の
追
加
取
得
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額

額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
に
限
る
。
）
」
と
、
旧
告
示
第
二

が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
に
限
る
。
）
」
と
、
旧
告
示
第
二
十

十
八
条
第
一
項
中
「
営
業
権
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ

八
条
第
一
項
中
「
営
業
権
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ
る

る
無
形
固
定
資
産
に
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
の
れ
ん
に
相
当
す
る
額
（

無
形
固
定
資
産
に
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
の
れ
ん
に
相
当
す
る
額
（
正

正
の
値
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
営
業
権
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す

の
値
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
営
業
権
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る

る
額
及
び
企
業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
の
れ
ん
を
除
く
。

額
及
び
企
業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）

）
に
相
当
す
る
額
（
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正

に
相
当
す
る
額
（
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の

の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

る
。

。

（
表
略
）

（
表
略
）

４

新
告
示
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
十
八
条
第
一
項
第

（
新
設
）

二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
並

び
に
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
一
項
の
表
の

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
後
一
年
間
の
項
及
び
第
二
項
の
表
の
内
部
格

付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
承
認
を
最
後
に
得
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し

た
日
以
後
一
年
間
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の

規
定
中
「
以
後
一
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
以
後
」
と
す
る
。

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
そ
の
他
の
経
過
措
置
）

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
そ
の
他
の
経
過
措
置
）

第
十
二
条

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

第
十
二
条

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
後
三
年
間
に
お
い
て
、
居
住
用
不
動

ト
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
新
告
示
第
二
百
十
六
条
第
一
項
の
適
用
に

産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
際

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
」
と
あ

に
は
、
新
告
示
第
二
百
十
六
条
第
一
項
中
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
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る
の
は
、
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
又
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
い
ず
れ

」
と
あ
る
の
は
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
又
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
い

か
高
い
値
」
と
す
る
。

ず
れ
か
高
い
値
」
と
す
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）
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○

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合

連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
二
号

）

改

正

案

現

行

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
十
条

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め

第
十
条

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
期
間
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号

る
期
間
に
お
い
て
、
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ

に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は

て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に

、
当
該
上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
信

二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分

れ
ば
な
ら
な
い
。

母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

内
部
格
付
手
法
（
先
進
的
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等

一

内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン
ト

に
あ
っ
て
は
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
。
次
号
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
八

条
第
一
項
各
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以

後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン
ト

二

（
略
）

二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
内
部
格

期
間
に
お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の

付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合

額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上

を
除
き
、
先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
に
つ
い
て
準
用
す

回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
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お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第

組
合
等
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
」

二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
、
「
内
部
格
付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

も
の
と
す
る
。

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後

一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
用
協
同
組
合
等
が
第
一
項
の
規
定
に
該

３

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用

当
し
、
か
つ
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一

ト
調
整
額
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
を
第
二
条
に
定

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る

め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

信
用
協
同
組
合
等
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が

内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る

日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
先
進

的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以

後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
四
条
第

資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を

一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額

乗
じ
て
得
た
額
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と

の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に

こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
内
部
格
付
手
法
（
第
二
項
に

つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法

お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先
進
的
計
測
手
法
）
の
使
用
を

（
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
に
あ
っ
て
は
標
準
的

開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら

手
法
を
い
い
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
に
あ
っ

第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に

て
は
標
準
的
手
法
を
含
む
。
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
当

よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
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該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に

を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
先
進
的
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る

よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き

日
の
直
前
に
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
を
使
用
し
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

該
先
進
的
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
当
該
直
前
に
用

い
て
い
た
手
法
に
代
え
て
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
日
の

直
前
に
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
と
し
て
の
旧
所

要
自
己
資
本
の
額
の
算
出
に
用
い
て
い
た
手
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
（
第

十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得

た
額
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開

始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
（
第
二
百
四
十
八
条
に
規
定
す
る
基
礎

的
手
法
を
含
む
。
第
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
当
該
部
分
以

外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出

し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算

方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己

る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
四
条
第
一
項
各

資
本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を

号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計

乗
じ
て
得
た
額
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と

額
か
ら
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
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（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
）

の
下
限
）

第
十
八
条

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
次
の
各
号
に
定

第
十
八
条

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
次
の
各
号
に
定

め
る
期
間
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各

め
る
期
間
に
お
い
て
、
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗

号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に

じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額

は
、
当
該
上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「

に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
を
第
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第
十
一
条
に
定
め
る
算
式

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

２

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
内
部
格

期
間
に
お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の

付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
日
に
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合

額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
上

を
除
き
、
先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
に
つ
い
て
準
用
す

回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
に
二
十
五
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同

お
い
て
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
第

組
合
等
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
」

十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
、
「
内
部
格
付
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
先
進
的
計
測
手
法
」
と
読
み
替
え
る

一

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
間

九
十
パ
ー
セ
ン

も
の
と
す
る
。

ト
二

先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後

一
年
間

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
用
協
同
組
合
等
が
第
一
項
の
規
定
に
該

３

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用

当
し
、
か
つ
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
直
前
に
お
い
て
第
一

ト
調
整
額
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
調
整
額
を
第
十
一
条
に

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る

定
め
る
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

信
用
協
同
組
合
等
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以
後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
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を
受
け
な
い
も
の
と
し
、
先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が

内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る

日
の
直
前
に
お
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
先
進

的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
当
該
使
用
を
開
始
す
る
日
以

後
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
一

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己

条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
三

資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
十
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ

を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
十
五
条
の
定

れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
内
部
格
付
手
法
（
第

部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い

二
項
に
お
い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先
進
的
計
測
手
法
）
の

た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と

使
用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計

す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号

額
か
ら
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
直
前
に
用
い
て
い

に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い

た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

う
。

５

第
二
項
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

（
新
設
）

」
と
は
、
第
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て

得
た
額
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
十
五
条
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使

用
を
開
始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
と
し
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分

に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の

合
計
額
か
ら
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に

よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
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６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
一
条
に
定

５

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
新
所
要
自
己

め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
三
条
第
一

資
本
の
額
」
と
は
、
第
十
一
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト

項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
十
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額

を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
十
五
条
の
定

の
合
計
額
か
ら
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号

。

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

附

則

附

則

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始

に
伴
う
所
要
自
己
資
本
の
下
限
の
特
則
）

に
伴
う
所
要
自
己
資
本
の
下
限
の
特
則
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

前
項
本
文
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
等
以
外
の
信
用
協
同
組
合
等
及
び
同

（
新
設
）

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
新
告
示
第
十
条
及
び
第
十
八

条
に
代
え
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
つ
い
て
、
旧
所
要
自
己
資
本

の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己

資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
を
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て

得
た
額
を
自
己
資
本
比
率
の
算
式
の
分
母
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

期

間

率

内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
承
認

九
十
パ
ー
セ
ン
ト

を
最
後
に
得
た
日
以
後
一
年
間

内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
承
認
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を
最
後
に
得
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以

八
十
パ
ー
セ
ン
ト

後
一
年
間

３

前
二
項
に
お
い
て
、
「
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

２

前
項
に
お
い
て
、
「
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

掲
げ
る
自
己
資
本
比
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
所
要
自

げ
る
自
己
資
本
比
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
所
要
自
己

己
資
本
の
額
を
い
い
、
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
新
告
示
第
十
条
第

資
本
の
額
を
い
い
、
「
新
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
新
告
示
第
十
条
第
五

六
項
及
び
第
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
い
う
。
こ

項
及
び
第
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
新
所
要
自
己
資
本
の
額
を
い
う
。
こ
の

の
場
合
に
お
い
て
、
旧
告
示
第
三
条
第
一
項
中
「
営
業
権
に
相
当
す
る
額
、
連

場
合
に
お
い
て
、
旧
告
示
第
三
条
第
一
項
中
「
営
業
権
に
相
当
す
る
額
、
連
結

結
調
整
勘
定
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資

調
整
勘
定
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産

産
（
営
業
権
及
び
連
結
調
整
勘
定
を
除
く
。
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相

（
営
業
権
及
び
連
結
調
整
勘
定
を
除
く
。
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当

当
す
る
額
（
当
該
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の

す
る
額
（
当
該
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値

値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
を
含
む
。
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と

で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
を
含
む
。
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ

あ
る
の
は
「
の
れ
ん
に
相
当
す
る
額
（
正
の
値
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
営

る
の
は
「
の
れ
ん
に
相
当
す
る
額
（
正
の
値
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
営
業

業
権
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
又
は
子
会
社
株
式

権
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
又
は
子
会
社
株
式
の

の
追
加
取
得
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相

追
加
取
得
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当

当
す
る
額
（
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で

す
る
額
（
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で
あ

あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
又
は
子
会
社
株
式
の
追
加
取
得
に
伴
う
再
評
価
に

る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
又
は
子
会
社
株
式
の
追
加
取
得
に
伴
う
再
評
価
に
よ

よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
に
限
る
。
）

り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
に
限
る
。
）
」

」
と
、
旧
告
示
第
十
条
第
一
項
中
「
営
業
権
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
に

と
、
旧
告
示
第
十
条
第
一
項
中
「
営
業
権
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
に
よ

よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
営
業
権
を
除
く
。
第
十
三
条
に
お
い
て
同

り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
営
業
権
を
除
く
。
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ

じ
。
）
に
相
当
す
る
額
（
当
該
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価

。
）
に
相
当
す
る
額
（
当
該
企
業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差

差
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
を
含
む
。
第
十
三
条
に
お
い
て

額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
評
価
差
額
を
含
む
。
第
十
三
条
に
お
い
て
同

同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
れ
ん
に
相
当
す
る
額
（
正
の
値
で
あ
る
場
合
に

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
れ
ん
に
相
当
す
る
額
（
正
の
値
で
あ
る
場
合
に
限
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限
る
。
）
、
営
業
権
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
に

る
。
）
、
営
業
権
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
及
び
企
業
結
合
に
よ

よ
り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
（
企

り
計
上
さ
れ
る
無
形
固
定
資
産
（
の
れ
ん
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
（
企
業

業
結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当

結
合
に
伴
う
再
評
価
に
よ
り
生
じ
た
評
価
差
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該

該
評
価
差
額
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

評
価
差
額
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

４

新
告
示
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
十
八
条
第
一

（
新
設
）

項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
一
項
の
表
の
平
成
二
十
一
年
三
月
三

十
一
日
以
後
一
年
間
の
項
及
び
第
二
項
の
表
の
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計

測
手
法
の
承
認
を
最
後
に
得
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間
の
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
以
後
一
年
間

」
と
あ
る
の
は
、
「
以
後
」
と
す
る
。

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
そ
の
他
の
経
過
措
置
）

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
そ
の
他
の
経
過
措
置
）

第
十
条

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

第
十
条

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
後
三
年
間
に
お
い
て
、
居
住
用
不
動
産

の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
新
告
示
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適

向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
際
に

用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
」

は
、
新
告
示
第
百
九
十
二
条
第
一
項
中
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
」

と
あ
る
の
は
、
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
又
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
い

と
あ
る
の
は
「
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
又
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
い
ず

ず
れ
か
高
い
値
」
と
す
る
。

れ
か
高
い
値
」
と
す
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）


